
平成２９年１２月２５日 

 

 

健康保険料に係る延滞金の割合の特例についてお知らせします。 

 

 

 健康保険料に係る延滞金の割合については、健康保険法（大正１１年法律第７０号）附則第９

条の規定による延滞金の割合の特例により、当分の間、租税特別措置法（昭和３２年法律第２６

号）第９３条第２項の規定に基づくこととされており、同項に規定する財務大臣が告示する割合

については、平成２９年１２月１２日付け財務省告示第３３２号において０．６パーセントとさ

れたため、平成３０年における特例基準割合は１．６パーセントとなります。 

 このため、平成３０年１月１日以降の延滞金の割合について、納期限の翌日から三月を経過す

る日までの期間については年２．６パーセントとし、納期限の翌日から三月を経過する日の翌日

以後については年８．９パーセントとします。 

 

 

（参考） 

 

健康保険料に係る延滞金の割合の特例について 

 

 

  「政府管掌年金事業等の運営の改善のための国民年金法等の一部を改正する法律(平成２６年法律第６４

号)」が平成２６年６月１１日に公布されました。 

  本法律のなかで、健康保険法（大正１１年法律第７０号）の一部が改正され、健康保険料に係る延滞金の

割合の特例について、平成２７年１月１日から施行されることになりました。 

 

 １ 制度の概要 

 

   滞納した健康保険料に係る延滞金の割合については、健康保険法附則第９条の規定による延滞金の割合

の特例により、当分の間、各年の租税特別措置法（昭和３２年法律第２６号）第９３条第２項に規定する

特例基準割合（各年の前々年の１０月から前年の９月までの各月における短期貸付けの平均利率（当該各

月において銀行が新たに行った貸付け（貸付期間が１年未満のものに限る。）に係る利率の平均をいう。）

の合計を１２で除して計算した割合（当該割合に０．１パーセント未満の端数があるときは、これを切り

捨てる。）として各年の前年の１２月１５日までに財務大臣が告示する割合に、年１パーセントの割合を

加算した割合）が年７．３パーセントの割合に満たない場合には、その年中においては、年１４．６パー

セントの割合については当該特例基準割合に年７．３パーセントの割合を加算した割合とし、年７．３パ

ーセントの割合については当該特例基準割合に年１パーセントの割合を加算した割合（当該加算した割合

が年７．３パーセントを超える場合には、年７．３パーセントの割合）とします。 

 

２ 対象となる延滞金 

  

   前記延滞金の割合は、法施行日（平成２７年１月１日）以後の滞納期間に対応する延滞金を算出するに

あたって適用するものとし、同日前の滞納期間に対応する延滞金の算出にあたっては、なお従前の例によ

ることとします。 

 

 


